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「消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会」報告書概要

H30改正時【衆・参消費者特委 附帯決議等】

早急に必要な措置を講ずべきとされた事項

① いわゆる「つけ込み型」勧誘

② 「平均的な損害の額」の立証負担の軽減

③ 契約条項の事前開示及び情報提供の考慮要素

消費者契約法専門調査会の設置（平成26年10月）

研究会の開催及び審議経過

・専門技術的側面の研究会の開催（平成31年２月）

・関係団体等に対するヒアリングを実施し、①～③
の論点につき審議

・計９回の審議を経た後、報告書を取りまとめ
（令和元年９月）

・社会経済情勢の

変化への対応

・法制的・技術的な

観点からの検討の

必要

・行動経済学等の視点

早急に必要な措置を講ずべきとされた事項の想定事例等

※オブザーバーとして、国民生活センター、法務省、最高裁判所が参加

事業者のキャンセル料条項

平均的な損害の額

無効

事
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〇不当に高額な解約料を設定するようなケ
ースも依然として存在

（１）改正民法の定型約款の規定

〇定型約款を契約の内容とする旨の表示
があれば個別の条項について合意とみ
なす（定型約款の事前開示義務なし）

→消費者が契約条項を事前に認識でき
るようにする環境を整備

（２）消費者への情報提供

〇高齢者・若年者等様々な消費者のトラブル

〇個々の消費者の事情に応じた情報提供の
必要

〇消費者の合理的判断ができない事情を不当に利用した勧誘（「つけ込み型」勧誘）
による消費者被害が発生。
→例えば、高齢の消費者であって認知能力が低下している場合等が想定される。

＜事例１＞
借入金の返済を遅滞し経済的に切迫していた
認知症の高齢者が、その状況を知る事業者に、
所有する不動産を廉価で買い取られた事例

＜事例２＞
末期がん患者に対し、医者がこれまで受けた治療を否定
した上で「今日の15時までに」と施術を急がせたために、
気が動転して80万円の施術を受けてしまった事例

キャンセル料の定め
〇事業者の解約料条項のうち「平均的な損
害の額」を超える部分は無効
（法第９条第１号）

〇 「平均的な損害の額」の立証責任は消
費者にあるもののその立証は困難

資料２－２



１．いわゆる「つけ込み型」勧誘

【考え方Ⅱ】 「浅慮」、「幻惑」という心理状態に着目した規定

〇 「浅慮」：検討時間を不当に制限し、当該時間内に契約を締結しなければ利益を得ることができな
い旨を告げる行為に係る規定

〇 「幻惑」：消費者の期待をあおり、当該契約を締結すれば願望が実現する旨を告げたり断定する行
為に係る規定

【考え方Ⅲ】 困惑類型（第４条第３項）の包括的規定

〇 第１号から第８号まで類型化が図られたことを踏まえて、包括的・汎用性のある規定
〇 各種業法における消費者保護規定等を参酌するような規定を検討しつつ本法の逐条解説等によ
って、対象範囲を明示する。

【考え方Ⅰ】 消費者の判断力に着目した規定

〇 判断力の著しく低下した消費者が、その生計に著しい支障を生じさせる契約を締結した場合に、消
費者に取消権を付与することを原則としつつ、親族等の適当な第三者が、契約の締結に同席するな
どの一定の関与をした場合には、これを考慮して取消しの可否が決まるような規定・H30改正では、不安をあおる

告知等の「つけ込み型」勧誘
の規定を創設

・合理的判断ができない事情
は様々であり（高齢者、若者
等）被害が多様化

・人間の合理性には限界があ
るという行動経済学の視点
等

検討の背景

２．「平均的な損害の額」の
立証負担の軽減

・年間３万件の解約料トラブル

・「平均的な損害の額」の立証
責任は消費者

・事業者の内部情報（計算資
料、帳簿等）の立証困難

・現行法（文書提出命令等）の
限界

【考え方Ⅰ】 推定規定

〇 同種事業者の損害額で当該者の「平均的な損害の額」を法律上推定する規定

【考え方Ⅱ】 資料提出を促す規定

〇 事業者に「平均的な損害の額」の算定根拠の任意の説明を促す規定（積極否認の特則）
〇 訴訟上、事業者に資料提出の義務を課す規定（文書提出命令の特則）。相手方当事者には秘密
保持義務を課す。 ※ 主体は適格消費者団体に限定

〇 適格消費者団体に、実体法上の資料請求権を付与する規定

【考え方Ⅱ】 解約料等に係る情報提供の努力義務規定

〇 適切な時期に適切な方法で解約料等に関する事項の情報提供をする努力義務の規定

【その他】 自主ルール策定の促進
〇 透明性、合理性ある事業者団体の自主ルール策定の促進３．契約条項の事前開示

・定期購入トラブル（不意打ち条
項）の増加

・改正民法の定型約款の規定で
は事前開示義務なし

【考え方】 努力義務規定

〇 開示請求権に関する情報提供の努力義務の規定

〇 定型約款を容易に確認できる状態に置く努力義務の規定

各論点の検討

４．消費者に対する情報提供

・年齢、財産の状況、生活の状況
を考慮要素とすべきという附帯
決議（H30改正時）

・事業者による情報提供の不足と
限定合理性

【考え方Ⅰ】 現行法上の努力義務規定に、考慮要素を追加

〇 いずれの要素についても、「つけ込み型」不当勧誘取消権の議論を踏まえ、検討が必要。

次のような方向性が考えられ、関係者の意見を聞きながら引き続き検討を進める


